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(57)【要約】
【課題】外力による集電体同士の内部短絡を防止し得る
双極型二次電池を提供する。
【構成】双極型二次電池１０は、集電体１１の一方の面
に正極活物質層１２が形成され他方の面に負極活物質層
１３が形成された双極型電極１４を、電解質を含むセパ
レータ２０を挟んで複数直列に積層している。双極型二
次電池１０はさらに、集電体の外周縁と接するシール部
３０を有している。シール部によって、集電体の外周部
を固定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集電体の一方の面に正極活物質層が形成され他方の面に負極活物質層が形成された双極
型電極を、電解質を含むセパレータを挟んで複数直列に積層した双極型二次電池であって
、
　前記集電体の外周縁と接するシール部を有してなる双極型二次電池。
【請求項２】
　前記シール部は、２つの前記セパレータにおける外周部の間に配置されてなる請求項１
に記載の双極型二次電池。
【請求項３】
　前記２つのセパレータは、隣り合うセパレータ同士である請求項２に記載の双極型二次
電池。
【請求項４】
　前記集電体は、前記正極活物質層の端部および前記負極活物質層の端部の両方の端部に
対して外方に位置して露出する露出部を備え、
　前記シール部は、前記露出部におけるエッジ部を少なくとも包み込んでなる請求項１～
請求項３のいずれか１つに記載の双極型二次電池。
【請求項５】
　前記シール部は、前記露出部の全体を包み込んでなる請求項４に記載の双極型二次電池
。
【請求項６】
　前記集電体は、前記正極活物質層および前記負極活物質層のうちの一方の活物質層の端
部に対して外方に位置して露出する露出部を備え、
　前記シール部は、前記露出部におけるエッジ部を少なくとも包み込んでなる請求項１～
請求項３のいずれか１つに記載の双極型二次電池。
【請求項７】
　前記シール部は、他方の活物質層との間で前記露出部の全体を包み込んでなる請求項６
に記載の双極型二次電池。
【請求項８】
　前記一方の活物質層は、前記正極活物質層である請求項６または請求項７に記載の双極
型二次電池。
【請求項９】
　前記集電体は、前記正極活物質層の端部および前記負極活物質層の端部のそれぞれに連
続する端部を備え、
　前記シール部は、前記集電体、前記正極活物質層、および前記負極活物質層のそれぞれ
の前記端部に接してなる請求項１～請求項３のいずれか１つに記載の双極型二次電池。
【請求項１０】
　前記集電体の少なくとも１つは、前記正極活物質層の端部および前記負極活物質層の端
部の両方の端部に対して外方に位置して露出するとともに導電リードを接続する露出部を
備え、
　隣り合う前記セパレータのそれぞれと前記露出部との間に、絶縁性のシール材によって
形成される導電リード用シール部が、前記導電リードを接続するための接続部を前記露出
部の外周側に露出させたまま残して配置されてなる請求項１～請求項９のいずれか１つに
記載の双極型二次電池。
【請求項１１】
　前記双極型電極を一対の前記セパレータによって挟んでなるとともに前記シール部のみ
を備える層と、前記双極型電極を一対の前記セパレータによって挟んでなるとともに前記
導電リード用シール部のみを備える層とが積層方向に交互に存在してなる請求項１０に記
載の双極型二次電池。
【請求項１２】
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　前記双極型電極を一対の前記セパレータによって挟んでなる層のそれぞれは、前記シー
ル部および前記導電リード用シール部を備えてなる請求項１０に記載の双極型二次電池。
【請求項１３】
　隣り合う層は、前記導電リード用シール部のそれぞれが前記積層方向から見て異なる辺
に形成されている請求項１２に記載の双極型二次電池。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の双極型二次電池を用いた組電池。
【請求項１５】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の双極型二次電池、または請求項１４に記載の組
電池を搭載した車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、双極型二次電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境や燃費の観点から、ハイブリッド自動車や電気自動車、さらには燃料電池自
動車が製造・販売され、新たな開発が続けられている。これらのいわゆる電動車両におい
ては、放電・充電ができる電源装置の活用が不可欠である。この電源装置としては、リチ
ウムイオン電池やニッケル水素電池等の二次電池や、電気二重層キャパシタ等が利用され
る。特に、リチウムイオン二次電池はそのエネルギー密度の高さや繰り返し充放電に対す
る耐久性の高さから、電動車両に好適と考えられ、各種の開発が鋭意進められている。た
だし、上記したような各種自動車のモータ駆動用電源に適用するためには、大出力を確保
するために、複数の二次電池を直列に接続して用いる必要がある。
【０００３】
　しかしながら、接続部を介して電池を接続した場合、接続部の電気抵抗によって出力が
低下してしまう。また、接続部を有する電池は空間的にも不利益を有する。即ち、接続部
によって、電池の出力密度やエネルギー密度の低下がもたらされる。
【０００４】
　この問題を解決するものとして、双極型リチウムイオン二次電池（双極型二次電池）が
開発されている（例えば、特許文献１を参照）。双極型二次電池は、集電体の片面に正極
活物質層が形成され、他方の面に負極活物質層が形成された双極型電極が、電解質層を介
して複数積層された構成を有する。
【０００５】
　上述の特許文献１に記載されるような双極型二次電池は、電池内で積層方向に直列に接
続されているため、電池を高電圧化、低抵抗化することができる。さらに、直列時の接続
部がないことにより、電池をコンパクト化することができ、これによって高出力密度化が
可能になる。
【特許文献１】特開平１１－２０４１３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１に記載されるように双極型電極を積層して双極型二次電池を製造する際
には、通常、各電極間の短絡を防止するために、絶縁性のシール材を集電体とセパレータ
との間に配置する。
【０００７】
　しかしながら、集電体の端部が固定されていないと、集電体のエッジ部分に外力による
応力が加わる。このような状態で電池を使用し続けると、集電体のエッジ部分同士がセパ
レータを貫通し、内部短絡を引き起こす要因となる。
【０００８】
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　本発明の目的は、外力により集電体同士の内部短絡を防止することが可能な双極型二次
電池を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するための本発明は、集電体の外周縁と接するシール部を有してなる双
極型二次電池である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、集電体の外周部をシール部によって固定しているので、外力による集
電体同士の内部短絡を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照しつつ説明する。
【００１２】
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る双極型二次電池１０の全体構造を模式的に示す
概略断面図、図２は、第１の実施形態に係る双極型二次電池１０の要部を示す拡大断面図
である。
【００１３】
　図１および図２を参照して、双極型二次電池１０は、概説すれば、集電体１１の一方の
面に正極活物質層１２が形成され他方の面に負極活物質層１３が形成された双極型電極１
４を、電解質を含むセパレータ２０を挟んで複数直列に積層した双極型二次電池１０であ
る。双極型二次電池１０は、集電体１１の外周縁と接するシール部３０を有している。シ
ール部３０は、絶縁性のシール材によって形成してある。シール部３０は、集電体１１の
外周部である端部１１ａを固定する。シール部３０は、２つのセパレータ２０、２０にお
ける外周部の間に配置されている。図示例にあっては、２つのセパレータ２０、２０は、
隣り合うセパレータ同士である。以下、詳述する。
【００１４】
　図１には、本発明を適用した、双極型リチウムイオン二次電池１０（以下、単に「双極
型二次電池１０」ともいう）が示される。双極型二次電池１０は、充放電反応が進行する
積層体である電池要素１５を、電池外装材４０（外装パッケージ）の内部に封止している
。電池要素１５は、双極型電極１４を、セパレータ２０を挟んで複数直列に積層している
。セパレータ２０は、電解質を含んでおり、電解質層を形成している。電池要素１５は、
セパレータ２０を挟んで、隣合う双極型電極１４の正極活物質層１２と負極活物質層１３
とが対向する。隣接する正極活物質層１２、セパレータ２０および負極活物質層１３は、
一つの単電池層（単セル）１６を構成する。双極型二次電池１０の基本構成は、複数積層
した単電池層１６を直列に接続した構成である。
【００１５】
　電池要素１５の最外層に位置する正極側電極１４ａは、最外層集電体１７ａの片面に正
極活物質層１２を配置した構造を有する。同様に、電池要素１５の最外層に位置する負極
側電極１４ｂは、最外層集電体１７ｂの片面に負極活物質層１３を配置した構造を有する
。正極側の最外層集電体１７ａは、正極端子リード４１を介して、正極タブ４２に接合し
ている。負極側の最外層集電体１７ｂは、負極端子リード４３を介して、負極タブ４４に
接合している。
【００１６】
　なお、正極側の最外層集電体１７ａを延長して正極タブ４２とし、電池外装材４０であ
るラミネートシートから導出してもよい。同様に、負極側の最外層集電体１７ｂを延長し
て負極タブ４４とし、上記のラミネートシートから導出してもよい。また、電池要素１５
の最外層に、片面に活物質層を配置した最外層集電体１７ａ、１７ｂを位置させる構成に
限定されるものではない。活物質層と端子リード４１、４３とを接触させても支障はない
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。したがって、両面に活物質層１２、１３を配置した上記で述べた双極型電極１４を、電
池要素１５の最外層に位置させることもできる。この場合、最外層用の専用部品をなくす
ことができ、部品数が減るため製造上の効率がよくなる。
【００１７】
　電池を使用する際の外部からの衝撃、環境劣化を防止するために、電池要素１５の部分
を電池外装材４０の内部に減圧封入し、正極タブ４２および負極タブ４４を電池外装材４
０の外部に取り出している。
【００１８】
　図２を参照して、第１の実施形態における双極型電極１４は、集電体１１が、正極活物
質層１２の端部１２ａおよび負極活物質層１３の端部１３ａの両方の端部１２ａ、１３ａ
に対して外方に位置して露出する露出部１８を備えている。集電体１１の露出部１８は、
活物質層１２、１３を形成する活物質を塗布しない未塗布部分を設けることによって形成
する。あるいは活物質層１２、１３の外周部を剥がし取ることによっても、露出部１８を
形成することができる。第１の実施形態では、正極活物質層１２の端部１２ａと集電体１
１の端部１１ａとの間の幅、および負極活物質層１３の端部１３ａと集電体１１の端部１
１ａとの間の幅は、ともに同じ幅Ｌ２である。
【００１９】
　セパレータ２０における外周部２１は、双極型電極１４に対して外方に伸びている。こ
こに、「双極型電極１４に対して外方に伸びる」とは、双極型電極１４を構成する部材（
集電体１１、正極活物質層１２、および負極活物質層１３）のうち面方向に最も小さい部
材の端部よりも面方向の外方に向けて伸び、双極型電極１４を構成する部材のうち面方向
に最も大きい部材の端部を超えて延長していることをいう。第１の実施形態では、双極型
電極１４を構成する部材のうち面方向に最も小さい部材は、正極活物質層１２および負極
活物質層１３であり、最も大きい部材は、集電体１１である。セパレータ２０における外
周部２１は、正極活物質層１２および負極活物質層１３の各端部１２ａ、１３ａよりも面
方向の外方に幅Ｌで延長している。
【００２０】
　隣り合うセパレータ２０のそれぞれにおける外周部２１同士の間に、絶縁性のシール材
３１によって形成されるシール部３０を集電体１１の外周縁に接して配置している。第１
の実施形態のシール部３０は、隣り合うセパレータ２０のそれぞれと露出部１８との間に
シール材３１が充填されて、露出部１８の全体を包み込んでいる。シール部３０は、外周
部２１の幅Ｌのほぼ全域に近い幅Ｌ１で設けてある。
【００２１】
　シール部３０が露出部１８の全体を包み込む結果、集電体１１の外周部である端部１１
ａが、隣り合うセパレータ２０の間でシール部３０によって固定される。このため、外力
による応力が集電体１１に加わっても、集電体１１がセパレータ２０を貫通することを抑
制できる。これにより、外力により集電体１１同士の内部短絡を防止することができる。
【００２２】
　さらに、セパレータ２０の外周部２１間にシール部３０を設けることによって、単電池
層１６の外周部のシール効果を確保しつつ、積層方向の外力に対する剛性を高めることが
できる。このため、積層方向の外力に対する剛性を高める補強枠体を電池要素１５に設け
る必要がなくなる。補強枠体としては、例えば、電池要素１５の上面と下面とに剛性のあ
る上枠板と下枠板とを設け、上枠板と下枠板との間にゴム製の支持部材を挿入することに
よって、積層方向の押圧力に耐える構造としたものを挙げることができる。このような補
強枠体を必要とすることなく、積層方向の外力に対して集電体１１同士の内部短絡を防止
するのに充分な剛性を得ることができる。また、補強枠体を必要としないことから、電池
の小型化、軽量化にも寄与することができる。
【００２３】
　第１の実施形態にあっては、セパレータ２０と露出部１８との間に形成される空間を埋
めるようにシール材３１を充填している。したがって、シール面積を拡大することができ
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、シール性の向上と積層方向の外力に対する剛性を増すことができ、集電体１１同士の内
部短絡を一層防止することができる。
【００２４】
　なお、本発明は、シール部３０が露出部１８の全体を包み込む形態に限定されるもので
はない。シール部３０は、露出部１８におけるエッジ部１１ｂを少なくとも包み込んでい
ればよく、セパレータ２０と露出部１８との間に空間が残存する形態でもよい。露出部１
８における上下のエッジ部１１ｂをシール部３０によって固定することによって、外力に
よる応力が集電体１１に加わっても、露出部１８におけるエッジ部１１ｂがセパレータ２
０を貫通することを抑制して、外力により集電体１１同士の内部短絡を防止することがで
きるからである。
【００２５】
　また、正極活物質層１２の端部１２ａと集電体１１の端部１１ａとの間の幅、および負
極活物質層１３の端部１３ａと集電体１１の端部１１ａとの間の幅が同じ場合を図示した
が、それぞれの幅が異なる場合であっても本発明を適用できることは言うまでもない。
【００２６】
　絶縁性のシール材３１は、集電体１１の端部１１ａを固定して集電体１１同士の内部短
絡を防ぐのに有効であり、電解液の漏れ出しや外部からの水分に対するシール性（密封性
）を発揮する材料であれば特に制限されず、公知の絶縁性シール材を使用できる。具体的
には、絶縁性シール材としては、シリコン樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、ポリブタ
ジエン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリエチレン樹脂、パラフィンワックス樹脂などが挙
げられる。なかでも、耐蝕性、耐薬品性、製膜性、経済性などの観点から、ウレタン樹脂
、エポキシ樹脂が好ましい。
【００２７】
　本実施形態の電解質層は、電解質を含むセパレータ２０を用いている。電解質の材料と
して、高分子ゲル電解質（ゲルポリマー電解質）、全固体電解質（高分子固体電解質、無
機固体型電解質）、液体電解質（電解液）を用いることができる。出力特性、容量、反応
性、サイクル耐久性に優れ、低コストな材料である、熱可塑性の高分子ゲル電解質、また
は全固体電解質を好適に使用できる。熱可塑性の高分子ゲル電解質を用いることにより、
電解液の漏れを防止することが可能となり、液絡を防ぐことができるため、信頼性の高い
電池を構成できる。また、全固体電解質を用いることにより漏液は皆無となり、信頼性の
高い電池を構成できる。
【００２８】
　高分子ゲル電解質とは、ポリマーマトリックス中に電解液を保持させたものをいう。高
分子ゲル電解質として用いるポリマーマトリックス（高分子）は、たとえば、ポリエチレ
ンオキシドを主鎖または側鎖に持つポリマー（ＰＥＯ）、ポリプロピレンオキシドを主鎖
または側鎖に持つポリマー（ＰＰＯ）、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、ポリアクリ
ロニトリル（ＰＡＮ）、ポリメタクリル酸エステル、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）
、ポリフッ化ビニリデンとヘキサフルオロプロピレンとの共重合体（ＰＶｄＦ－ＨＦＰ）
、ポリ（メチルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）およびそれらの共重合体が望ましく、中で
もＰＥＯ、ＰＰＯおよびそれらの共重合体、あるいは、ＰＶｄＦ－ＨＦＰを用いることが
望ましい。電解液とは、電解質塩を溶媒に溶かしたものであり、電解質塩としては、Ｌｉ
ＰＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＴａＦ６、ＬｉＡｌＣｌ４、Ｌ
ｉ２Ｂ１０Ｃｌ１０等の無機酸陰イオン塩、ＬｉＣＦ３ＳＯ３、Ｌｉ（ＣＦ３ＳＯ２）２

Ｎ、Ｌｉ（Ｃ２Ｆ５ＳＯ２）２Ｎ等の有機酸陰イオン塩の中から選ばれる、少なくとも１
種が、溶媒としては、エチレンカーボネート（ＥＣ）、プロピレンカーボネート（ＰＣ）
、γ－ブチロラクトン（ＧＢＬ）、ジメチルカーボネート（ＤＭＣ）、ジエチルカーボネ
ート（ＤＥＣ）およびそれらの混合物が望ましい。
【００２９】
　ゲル電解質中の電解液の割合としては、特に制限されるべきものではないが、イオン伝
導度などの観点から、数質量％～９８質量％程度とするのが望ましい。本発明では、電解
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液の割合が７０質量％以上の、電解液が多いゲル電解質について、特に効果がある。
【００３０】
　全固体電解質は、高分子固体あるいは無機固体などＬｉイオン伝導性をもつ電解質すべ
てにあたり、電解液を含まないものである。全固体高分子電解質としては、例えば、ＰＥ
Ｏ、ＰＰＯ、これらの共重合体などの公知の固体高分子電解質、セラミックなどのイオン
伝導性を持つ無機固体型電解質が挙げられる。固体高分子電解質中には、イオン伝導性を
確保するためにリチウム塩が含まれる。リチウム塩としては、ＬｉＢＦ４、ＬｉＰＦ６、
ＬｉＮ（ＳＯ２ＣＦ３）２、ＬｉＮ（ＳＯ２Ｃ２Ｆ５）２、またはこれらの混合物などが
使用できる。
【００３１】
　液体電解質とは、電解質塩を溶媒に溶かしたものが挙げられる。ここで、電解質塩とし
ては、ＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＴａＦ６、ＬｉＡｌ
Ｃｌ４、Ｌｉ２Ｂ１０Ｃｌ１０等の無機酸陰イオン塩、ＬｉＣＦ３ＳＯ３、Ｌｉ（ＣＦ３

ＳＯ２）２Ｎ、Ｌｉ（Ｃ２Ｆ５ＳＯ２）２Ｎ等の有機酸陰イオン塩の中から選ばれる、少
なくとも１種が、溶媒としては、ＥＣ、ＰＣ、ＧＢＬ、ＤＭＣ、ＤＥＣおよびそれらの混
合物が望ましい。
【００３２】
　セパレータ２０の具体的な形態としては、特に制限されず、微多孔膜セパレータおよび
不織布（ノンウーブンファブリック）セパレータなどを利用することができる。
【００３３】
　該微多孔膜セパレータの材質としては、例えば、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレ
ン（ＰＰ）などのポリオレフィン、ＰＰ／ＰＥ／ＰＰの３層構造をした積層体、ポリイミ
ドなどが挙げられる。
【００３４】
　上記微多孔膜セパレータの厚みとしては、電池の薄膜化の観点から、単層あるいは多層
で１～６０μｍであることが望ましい。上記微多孔膜セパレータの微細孔の径は、最大で
１μｍ以下（通常、数十ｎｍ程度の孔径である）であり、その空孔率は２０～８０％であ
ることが望ましい。
【００３５】
　また、上記不織布セパレータとしても、セパレータ機能を有し、高分子ゲル電解質を保
持させることができるものであれば特に制限されるべきものではなく、従来公知のものを
利用できる。また、使用繊維としては、特に制限されるものではなく、例えば、綿、レー
ヨン、アセテート、ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレンなどのポリ
オレフィン、ポリイミド、アラミドなど従来公知のものを用いることができる。これらは
、使用目的（電解質層に要求される機械強度など）に応じて、単独または混合して用いる
。
【００３６】
　不織布セパレータの空孔率は３０～７０％であることが好ましい。空孔率が３０％未満
では、電解質の保持性が悪化する場合があり、７０％超では強度が不足する場合がある。
さらに、不織布セパレータの厚さは、電解質層の高分子ゲル電解質を保持させた部分と同
じであればよく、好ましくは５～２０μｍであり、特に好ましくは５～１０μｍである。
厚さが５μｍ未満ではショート不良が増加電解質の保持性が悪化し、２０μｍを超える場
合には抵抗が増大することになる。
【００３７】
　真性ポリマー電解質は、上記のマトリックスポリマーに支持塩（リチウム塩）が溶解し
てなる構成を有し、可塑剤である有機溶媒を含まない。従って、電解質層１３、３５が真
性ポリマー電解質から構成される場合には電池からの液漏れの心配がなく、電池の信頼性
が向上し得る。本発明の電極は、特に、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）などのポリマー
電解質を用いて電池を作製すると、出力、容量の向上の効果が顕著である。
【００３８】
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　ゲル電解質や真性ポリマー電解質のマトリックスポリマーは、架橋構造を形成すること
によって、優れた機械的強度を発現し得る。架橋構造を形成させるには、適当な重合開始
剤を用いて、高分子電解質形成用の重合性ポリマー（例えば、ＰＥＯやＰＰＯ）に対して
熱重合、紫外線重合、放射線重合、電子線重合等の重合処理を施せばよい。
【００３９】
　以下、本実施形態の双極型二次電池１０を構成する部材について説明する。ただし、絶
縁性のシール材３１、電解質、およびセパレータ２０を構成する成分については上記で説
明した通りであるため、ここでは説明を省略する。また、本発明の技術的範囲が下記の形
態のみに制限されることはなく、従来公知の形態が同様に採用され得る。
【００４０】
　［集電体］
　集電体１１としては、特に制限されるものではなく、従来公知のものを利用することが
できる。例えば、アルミニウム箔、ステンレス箔、ニッケルとアルミニウムのクラッド材
、銅とアルミニウムのクラッド材、あるいはこれらの金属の組み合わせのめっき材などが
好ましく使える。また、金属表面に、アルミニウムを被覆させた集電体であってもよい。
また、場合によっては、２つ以上の金属箔を張り合わせた集電体を用いてもよい。また、
スプレーコートなどの薄膜製造技術により、所望の形状に製膜して形成したものを利用す
ることもできる。例えば、アルミニウム、銅、チタン、ニッケル、ステンレス鋼（ＳＵＳ
）、これらの合金などの金属粉末を主成分として、これにバインダ（樹脂）、溶剤を含む
集電体金属ペーストを加熱して成形してなるものである。これら金属粉末は１種単独で用
いてもよいし、２種以上を混合して用いてもよいし、さらに、製法上の特徴を生かして金
属粉末の種類の異なるものを多層に積層したものであってもよい。また、双極型二次電池
における集電体は積層方向のみに電流を流すため、集電体の抵抗値が金属に比べて高いも
のでも用いることができる。例えば導電性高分子を主成分とする導電性高分子膜もしくは
高分子材料に導電性粒子を分散させた導電性高分子膜も利用することができる。上記バイ
ンダとしては、特に制限されるべきものではなく、たとえば、エポキシ樹脂など、従来公
知の樹脂バインダ材料を用いることができるほか、導電性高分子材料を用いても良い。集
電体の厚さは、特に限定されないが、通常は１～１００μｍ程度である。
【００４１】
　［正極活物質層（正極）］
　正極活物質層１２は、正極活物質を含む。この他にも、バインダ、導電助剤、電解質塩
（リチウム塩）、イオン伝導性ポリマーなどが含まれ得る。正極活物質層１２の厚さは、
特に制限されず、例えば２～１００μｍ程度である。
【００４２】
　このうち、正極活物質としては、特に制限されるものではなく、リチウムイオン二次電
池に使用可能なものを適宜利用することはできる。容量、出力特性に優れた電池を構成で
きることから、リチウム－遷移金属複合材料、特にリチウム－遷移金属複合酸化物が好ま
しく、例えば、ＬｉＭｎ２Ｏ４などのＬｉ－Ｍｎ系複合酸化物やＬｉＮｉＯ２などのＬｉ
－Ｎｉ系複合酸化物が挙げられる。場合によっては、２種以上の正極活物質が併用されて
もよい。
【００４３】
　正極活物質の平均粒子径は、特に制限されないが、好ましくは１０μｍ以下であり、よ
り好ましくは５μｍ以下であり、さらに好ましくは１μｍ以下である。ただし、これらの
範囲を外れる形態もまた、採用され得る。なお、本願において、正極活物質の粒子径は、
レーザー回折散乱法により測定された値を採用するものとする。
【００４４】
　バインダとしては、例えば、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）、合成ゴム系バインダ
が挙げられる。
【００４５】
　導電助剤とは、導電性を向上させるために配合される添加物をいう。導電助剤としては
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、黒鉛などのカーボン粉末や、気相成長炭素繊維（ＶＧＣＦ）などの種々の炭素繊維など
が挙げられる。
【００４６】
　電解質塩（リチウム塩）としては、Ｌｉ（Ｃ２Ｆ５ＳＯ２）２Ｎ（ＬｉＢＥＴＩ）、Ｌ
ｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＣＦ３ＳＯ３等が挙げられる
。
【００４７】
　イオン伝導性ポリマーとしては、例えば、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）系およびポ
リプロピレンオキシド（ＰＰＯ）系のポリマーが挙げられる。ここで、前記ポリマーは、
電池の電解質層において用いられるイオン伝導性ポリマーと同じであってもよく、異なっ
ていてもよいが、同じであることが好ましい。
【００４８】
　重合開始剤は、イオン伝導性ポリマーの架橋性基に作用して、架橋反応を進行させるた
めに配合される。開始剤として作用させるための外的要因に応じて、光重合開始剤、熱重
合開始剤などに分類される。重合開始剤としては、例えば、熱重合開始剤であるアゾビス
イソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）や、光重合開始剤であるベンジルジメチルケタール（Ｂ
ＤＫ）等が挙げられる。
【００４９】
　正極活物質層に含まれる成分の配合比は、特に限定されず、リチウムイオン二次電池に
ついての公知の知見を適宜参照することにより、調整され得る。
【００５０】
　［負極活物質層（負極）］
　負極活物質層１３に含まれる負極活物質としては、容量、出力特性に優れた電池を作製
できることから、ＬｉＭｎ２Ｏ４、ＬｉＮｉＯ２などのリチウム－遷移金属複合酸化物の
ようなリチウム遷移金属－複合材料や、炭素材料が好ましい。炭素材料としては、例えば
、天然黒鉛、人造黒鉛、膨張黒鉛等の黒鉛系炭素材料（黒鉛）、カーボンブラック、活性
炭、カーボンファイバー、コークス、ソフトカーボン、ハードカーボン等が挙げられる。
好ましくは、天然黒鉛、人造黒鉛、膨張黒鉛などの黒鉛である。また、リチウムとＳｉ、
Ｓｎ、Ａｌ、Ｓｂなどとの合金も用いられ得る。場合によっては、２種以上の負極活物質
が併用されてもよい。
【００５１】
　負極活物質の平均粒子径は特に制限されないが、好ましくは０．１～２０μｍである。
ただし、これらの範囲を外れる形態もまた、採用され得る。なお、本願において負極活物
質の平均粒子径は、レーザー回折式粒度分布測定（レーザー回折散乱法）により測定され
た値を採用するものとする。
【００５２】
　負極活物質層には、必要であれば、バインダ、導電助剤、電解質塩（リチウム塩）、イ
オン伝導性ポリマーなどが含まれ得る。これらの具体的な材料は、正極活物質の場合と同
様である。これらの成分の配合比は、特に限定されず、リチウムイオン二次電池について
の公知の知見を適宜参照することにより、調整され得る。
【００５３】
　負極活物質層１３の厚さは、特に制限されず、例えば２～１００μｍ程度である。
【００５４】
　［タブ］
　タブ（正極タブ４２および負極タブ４４）の材質は、特に制限されず、双極型二次電池
用のタブとして従来用いられている公知の材質が用いられ得る。例えば、アルミニウム、
銅、チタン、ニッケル、ステンレス鋼（ＳＵＳ）、これらの合金等が例示される。なお、
正極タブ４２と負極タブ４４とでは、同一の材質が用いられてもよいし、異なる材質が用
いられてもよい。なお、本実施形態のように、最外層集電体（１７ａ、１７ｂ）を延長す
ることによりタブ（４２、４４）としてもよいし、別途準備したタブを最外層集電体に接
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続してもよい。
【００５５】
　［双極型二次電池の外観構成］
　双極型二次電池１０の外観構成は、特に限定されず、本発明は、積層型（扁平型）電池
、巻回型（円筒型）電池など、従来公知のいずれの外観構成をも適用し得る。本実施形態
では、積層型（扁平型）電池の外観構成を採用することによって、簡単な熱圧着などのシ
ール技術により長期信頼性を確保し、コスト面や作業性の点で有利なものとしている。
【００５６】
　図３は、扁平な双極型二次電池１０の外観を示す斜視図である。
【００５７】
　図示する双極型二次電池１０は、扁平な長方形形状を有し、両側部のそれぞれから、電
力を取り出すための正極タブ４２、負極タブ４４を引き出している。電池要素１５は、正
極タブ４２および負極タブ４４を外部に引き出した状態で、電池外装材４０によって包ま
れている。電池外装材４０の周囲は熱融着され、内部に電池要素１５を密封している。
【００５８】
　なお、本発明の双極型二次電池１０は、扁平な形状のものに制限されるものではなく、
円筒型形状のものであってもよいし、こうした円筒型形状のものを変形させて、長方形状
の扁平な形状にしたようなものであってもよい。円筒型形状のものでは、その外装材に、
ラミネートフィルムを用いてもよいし、従来の円筒缶（金属缶）を用いてもよいなど、特
に制限されるものではない。
【００５９】
　また、タブ４２、４４の取り出しに関しても、特に制限されるものではなく、正極タブ
４２と負極タブ４４とを同じ辺から引き出すようにしてもよいし、正極タブ４２と負極タ
ブ４４をそれぞれ複数に分けて、各辺から取り出しようにしてもよい。巻回型電池では、
タブに変えて、例えば、円筒缶（金属缶）を利用して端子を形成すればよい。
【００６０】
　［組電池］
　本実施形態の双極型二次電池１０を用いて組電池としてもよい。複数個の双極型二次電
池１０を電気的に直列および／または並列に接続することによって、容量および電圧を自
由に調節することが可能になる。
【００６１】
　図４は、本実施形態の双極型二次電池１０を用いた組電池３００の代表的な実施形態の
外観図であって、図４（ａ）（ｂ）（ｃ）は、それぞれ、組電池３００を示す平面図、正
面図、側面図である。
【００６２】
　図４に示すように、組電池３００は、装着および脱着が可能な小型の組電池２５０を、
複数個（図示例では、６個）、直列および／または並列に電気的に接続することによって
形成している。小型の組電池２５０のそれぞれは、本実施形態の双極型二次電池１０を複
数個、直列および／または並列に電気的に接続することによって形成している。これによ
り、高体積エネルギー密度、高体積出力密度が求められる車両駆動用電源や補助電源に適
した大容量、大出力を持つ組電池３００を形成することができる。小型の組電池２５０同
士は、バスバーのような電気的な接続手段を用いて相互に電気的に接続している。組電池
３００は、接続治具３１０を用いて、組電池２５０を複数段に積層している。組電池３０
０を作製するに当たり、１個の組電池２５０に含まれる双極型二次電池１０の個数や電気
的な接続形態、組電池２５０の個数や電気的な接続形態は、搭載する車両（電気自動車）
に要求される電池容量や出力に応じて決定することができる。
【００６３】
　［車両］
　本実施形態の双極型二次電池１０は、そのままの形態で、あるいは上述した組電池の形
態で、車両に搭載され得る。車両に搭載された電池は、例えば、車両のモータを駆動する
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電源として用いられる。
【００６４】
　図５は、図４に示す組電池３００を搭載した車両４００の概念図である。
【００６５】
　図５に示すように、組電池３００を電気自動車４００のような車両に搭載するには、電
気自動車４００の車体中央部の座席下に搭載する。座席下に搭載すれば、車内空間および
トランクルームを広く取ることができるからである。なお、組電池３００を搭載する場所
は、座席下に限らず、後部トランクルームの下部でもよいし、車両前方のエンジンルーム
でも良い。以上のような組電池３００を用いた電気自動車４００は高い耐久性を有し、長
期間使用しても十分な出力を提供し得る。さらに、燃費、走行性能に優れた電気自動車、
ハイブリッド自動車を提供できる。以上のような組電池を搭載した車両としては、図５に
示すような電気自動車のほか、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車などに幅広く適用で
きる。
【００６６】
　［製造方法］
　本発明の双極型二次電池の製造方法は特に制限されず、従来公知の知見を適宜参照する
ことにより製造できる。以下、本発明の双極型二次電池の製造方法を簡単に説明する。
【００６７】
　はじめに、図６Ａのような双極型電極１４を作製する。図６Ａにおいて、（ａ）は双極
型電極１４を正極側からみた平面図であり、（ｂ）は負極側から見た底面図である。（ｃ
）は双極型電極１４の図６Ａ（ａ）のＡ－Ａ線断面図である。
【００６８】
　所望の正極活物質、バインダ、導電助剤、および必要に応じて他の成分を、溶媒中で混
合して、正極活物質スラリーを調製する。正極活物質スラリー中に配合される各成分の具
体的な形態については、上記の本発明の双極型二次電池の構成の欄において説明した通り
であるため、ここでは詳細な説明を省略する。
【００６９】
　溶媒の種類や混合手段は特に制限されず、従来公知の知見が適宜参照され得る。溶媒の
一例を挙げると、Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）、ジメチルホルムアミド、ジメ
チルアセトアミド、メチルホルムアミドなどが用いられ得る。
【００７０】
　同様に、所望の負極活物質、バインダ、および必要に応じて他の成分を、溶媒中で混合
して、負極活物質スラリーを調製する。負極活物質スラリー中に配合される各成分の具体
的な形態については、上記の本発明の双極型二次電池の構成の欄において説明した通りで
あるため、ここでは詳細な説明を省略する。
【００７１】
　続いて、適当な集電体１１を準備する。本工程において準備する集電体１１の具体的な
形態については、上記の本発明の電極の構成の欄において説明した通りであるため、ここ
では詳細な説明を省略する。
【００７２】
　次いで、上述の正極活物質スラリーを集電体１１の一方の表面に塗布して正極活物質層
１２を形成する。この際、集電体１１表面の外周部に、正極活物質スラリーの未塗布部分
が設けられるようにする。未塗布部分によって、集電体１１の露出部１８が形成される。
正極活物質スラリーを塗布するための塗布手段は特に限定されないが、例えば、自走型コ
ータなどの一般的に用いられている手段が採用され得る。ただし、塗布手段として、イン
クジェット方式、ドクターブレード方式、またはこれらの組み合わせを用いると、薄い層
が形成され得る。集電体１１に露出部１８を設けるためには、パターンコーティングなど
の方法で集電体１１の表面の外周部に正極活物質スラリーが塗布されないようにしてもよ
く、集電体１１の表面全体に正極活物質スラリーを塗布し乾燥させた後で外周部を剥離し
てもよい。
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【００７３】
　塗膜を乾燥させるための乾燥手段も特に制限されず、電極製造について従来公知の知見
が適宜参照され得る。例えば、加熱処理が例示される。乾燥条件（乾燥時間、乾燥温度な
ど）は、正極活物質スラリーの塗布量やスラリーの溶媒の揮発速度に応じて適宜設定され
得る。
【００７４】
　塗膜を乾燥させた後、前記集電体１１の他方の表面に、上記で調製した負極活物質スラ
リーを塗布して塗膜を形成し負極活物質層１３を作製する。同様に、集電体１１の表面の
外周部に未塗布部分が設けられるようにする。これを乾燥させて双極型電極１４を完成さ
せる。
【００７５】
　次いで、作製した双極型電極１４の正極側または負極側の未塗布部分にシール材３１を
配置する。シール材３１を配置する手段も特に限定されない。適当な枠型を用いて充填・
注液したり塗布したりするなどして所望の形状に成形配置する。図６Ｂ（ａ）は正極活物
質層１２の方向から見た双極型電極１４を示した平面図であり、図６Ｂ（ｂ）はそのＡ－
Ａ線断面図である。例えば図６Ｂのように、ディスペンサなどを用いて集電体１１の表面
の未塗布部分に、集電体１１の外周部に沿って所定幅で枠状に、シール前駆体である１液
性未硬化エポキシ樹脂を塗布すればよい。配置されるシール前駆体の幅は、集電体１１と
の密着性や集電体１１同士の接触防止効果などの目的に応じて１ｍｍ～５０ｍｍの範囲で
適宜決定すればよい。シール前駆体は加圧変形ないし熱融着させて集電体１１に密着させ
るため、塗布する厚さは正極活物質層１２ないし負極活物質層１３の厚さより厚くなるよ
うに成形するとよい。
【００７６】
　次いで、シール前駆体を配置した双極型電極１４の上に電解質層を形成する（図６Ｃ、
（ａ）は平面図であり（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線断面図である）。集電体１１より面積が
大きく形成されたセパレータ２０を、上述の双極型電極１４の上面に、双極型電極１４の
表面全体を覆うように設置する。このセパレータ２０の表面の、先にシール前駆体を塗布
した部分と重なる位置にシール前駆体を塗布する。その後、セパレータ２０のシール前駆
体で囲われた内部に、電解液、ゲル電解質用原料スラリー（プレゲル溶液）、または固体
電解質用原料スラリーを塗布、含浸などして物理架橋したり、さらに重合して化学架橋し
たりする。これによって電解質を保持させた部分を形成し、電解質層とする。以上の工程
は、不活性雰囲気下で行うことが好ましい。図６Ｃに示す工程では、セパレータ２０を設
置した後シール前駆体を塗布し、その後電解液などを塗布する工程の順に行うことが好ま
しいが、この順序に限らず、例えばセパレータ２０を設置した後、電解液などを塗布し、
その後シール前駆体を塗布してもよい。
【００７７】
　また、セパレータ２０を設置する前に、正極活物質層１２または負極活物質層１３に電
解液、ゲル電解質用原料スラリー、または固体電解質用原料スラリーを塗布、含浸させて
おいてもよい。この場合、好ましくは、集電体１１の露出部１８にシール前駆体を塗布す
る工程の後、電解液などの塗布などを行うとよい。その後セパレータ２０を積層して、正
極活物質層１２または負極活物質層１３に含浸させた電解液などをセパレータ２０に浸透
させて電解質層を形成することができる。その後、セパレータ２０の上にシール前駆体を
塗布すればよい。その後、さらにセパレータ２０の上から電解液などを追加して塗布した
り含浸させたりしてもよい。
【００７８】
　次に、上述の電解質層を積層した双極型電極１４を、真空（減圧）密封しつつ、正極活
物質層１２と負極活物質層１３が電解質層（電解質を含むセパレータ２０）を挟んで対向
するように、それぞれ交互に順次積層する。次いで、熱プレス機８０により面圧０．５～
２．０ｋｇ／ｃｍ２、好ましくは１．０～１．５ｋｇ／ｃｍ２、４０～１５０℃、好まし
くは８０～１００℃で０．１～１０時間、好ましくは０．５～１時間、熱プレスすること
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により、未硬化のシール前駆体を硬化する（図６Ｄ）。熱プレスの条件は使用するシール
材３１により決められる値であり、たとえばエポキシ樹脂の硬化温度、あるいはオレフィ
ン系のホットメルトの融点により決定される。シール材３１を所定の厚みまでプレス、さ
らに硬化を行うことで単電池層（単セル）１６が所望のセル数積層された双極型の電池要
素１５を作製することができる。さらにシール材３１が硬化されることによって、隣り合
うセパレータ２０のそれぞれにおける外周部２１同士の間に、集電体１１の端部１１ａを
固定するシール部３０が形成される。熱プレスの段階は、好ましくは不活性雰囲気下また
は減圧下で行う。ここでの真空（減圧）条件としては、１０．０ｋＰａ以下、好ましくは
１ｋＰａ以下、より好ましくは０．１ｋＰａ以下とするのが望ましい。
【００７９】
　得られた電池要素１５の最外層集電体１７ａ、１７ｂに正極タブ４２および負極タブ４
４を電気的に接続する。
【００８０】
　（第２の実施形態）
　図７は、本発明の第２の実施形態に係る双極型二次電池１０の要部を示す拡大断面図で
ある。なお、上述した実施形態と共通する部材には同一の符号を付し、その説明は一部省
略する。
【００８１】
　図７を参照して、第２の実施形態における双極型電極１４は、集電体１１が、正極活物
質層１２および負極活物質層１３のうちの一方の活物質層１２または１３の端部１２ａま
たは１３ａに対して外方に位置して露出する露出部１８を備えている。図示例にあっては
、上記の「一方の活物質層」は、正極活物質層１２である。正極活物質層１２の端部１２
ａと集電体１１の端部１１ａとの間の幅は、幅Ｌ２である。
【００８２】
　第２の実施形態では、双極型電極１４を構成する部材（集電体１１、正極活物質層１２
、および負極活物質層１３）のうち面方向に最も小さい部材は、正極活物質層１２である
。セパレータ２０における外周部２１は、正極活物質層１２の端部１２ａよりも面方向の
外方に幅Ｌで延長している。
【００８３】
　隣り合うセパレータ２０のそれぞれにおける外周部２１同士の間に、絶縁性のシール材
３１によって形成されるシール部３０を集電体１１の外周縁に接して配置している。第２
の実施形態のシール部３０は、セパレータ２０と露出部１８との間にシール材３１が充填
されて、他方の活物質層つまり負極活物質層１３との間で露出部１８の全体を包み込んで
いる。また、シール部３０を形成するときに、シール材３１の一部が、集電体１１と負極
活物質層１３との間の微小な隙間に入り込み、集電体１１の端部１１ａにおける上下のエ
ッジ部１１ｂをシール部３０によって包み込んだ状態にもなる。シール部３０は、外周部
２１の幅Ｌのほぼ全域に近い幅Ｌ１で設けてある。
【００８４】
　シール部３０が負極活物質層１３との間で露出部１８の全体を包み込む結果、集電体１
１の外周部である端部１１ａが、隣り合うセパレータ２０の間でシール部３０によって固
定される。このため、第１の実施形態と同様に、外力による応力が集電体１１に加わって
も、集電体１１がセパレータ２０を貫通することを抑制して、集電体１１同士の内部短絡
を防止することができる。
【００８５】
　第２の実施形態においても、セパレータ２０と露出部１８との間に形成される空間を埋
めるようにシール材３１を充填している。したがって、第１の実施形態同様に、シール面
積を拡大することができ、シール性の向上と積層方向の外力に対する剛性を増すことがで
き、集電体１１同士の内部短絡を一層防止することができる。
【００８６】
　なお、本発明は、シール部３０が負極活物質層１３との間で露出部１８の全体を包み込
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む形態に限定されるものではない。シール部３０は、露出部１８におけるエッジ部１１ｂ
を少なくとも包み込んでいればよく、セパレータ２０と露出部１８との間に空間が残存す
る形態でもよい点は、第１の実施形態と同様である。
【００８７】
　第２の実施形態の場合とは逆に、集電体１１が、負極活物質層１３の端部１３ａに対し
て外方に位置して露出する露出部１８を備えている形態とすることができる。この形態に
おいても上記と同じ作用効果を得ることができる。
【００８８】
　但し、リチウムイオン電池においては、通常、負極活物質層１３における面方向の面積
の方が、正極活物質層１２における面方向の面積に比べて大きい。このため、実際的な双
極型電極１４は、集電体１１が、正極活物質層１２の端部１２ａに対して外方に位置して
露出する露出部１８を備えている。したがって、第２の実施形態は、通常発生している露
出部１８にシール材３１を配設するものであり、実際的なシール部３０を提供するもので
ある、という意義を有する。
【００８９】
　（第３の実施形態）
　図８は、本発明の第３の実施形態に係る双極型二次電池１０の要部を示す拡大断面図で
ある。なお、上述した実施形態と共通する部材には同一の符号を付し、その説明は一部省
略する。
【００９０】
　図８を参照して、第３の実施形態における双極型電極１４は、集電体１１が、正極活物
質層１２の端部１２ａおよび負極活物質層１３の端部１３ａのそれぞれに連続する端部１
１ａを備えている。ここに、「正極活物質層１２の端部１２ａおよび負極活物質層１３の
端部１３ａのそれぞれに連続する集電体１１の端部１１ａ」としたのは、集電体１１が露
出部１８を備えている第１と第２の実施形態との対比において、集電体１１に露出部１８
を積極的に設けていない双極型電極１４の端部形状を特定したものである。したがって、
各端部がほぼ一致する程度に連続していれば足り、各端部が多少の段差を介して連続して
いる場合であっても、本発明に含まれる。
【００９１】
　このような双極型電極１４の端部形状は、例えば、製作した双極型電極１４の周縁部を
切断することによって形成することができる。切断の方法は特に限定されない。隣り合う
集電体１１同士が接触して内部短絡を起こさないように切断できる方法であればよく、例
えば電磁波エネルギーによる切断や、せん断による切断などが採用され得る。電磁波エネ
ルギーによる切断とは、例えばレーザーや電子ビームといった高エネルギー密度のビーム
を照射し、局部的に蒸発または溶融させて分離させる切断方式を意味する。せん断は加工
対象を一対の鋭利な刃物で挟み込むことで分離する切断方式であり、例えば、はさみやせ
ん断加工機を用いてせん断することができる。
【００９２】
　第３の実施形態では、双極型電極１４を構成する部材（集電体１１、正極活物質層１２
、および負極活物質層１３）は面方向の大きさがほぼ同じである。セパレータ２０の外周
部２１は、それぞれの端部１１ａ、１２ａ、１３ａよりも面方向の外方に幅Ｌで延長して
いる。
【００９３】
　隣り合うセパレータ２０のそれぞれにおける外周部２１同士の間に、絶縁性のシール材
３１によって形成されるシール部３０を集電体１１の外周縁に接して配置している。第３
の実施形態のシール部３０は、集電体１１、正極活物質層１２、および負極活物質層１３
のそれぞれの端部１１ａ、１２ａ、１３ａに接している。また、シール部３０を形成する
ときに、シール材３１の一部が、集電体１１と正極活物質層１２との間の微小な隙間や、
集電体１１と負極活物質層１３との間の微小な隙間に入り込み、集電体１１の端部１１ａ
における上下のエッジ部１１ｂをシール部３０によって包み込んだ状態にもなる。シール
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部３０は、幅Ｌ３で設けてある。この幅Ｌ３は、第１と第２の実施形態におけるシール部
３０の幅Ｌ１から、露出部１８の幅Ｌ２を引いた寸法（Ｌ１－Ｌ２）にほぼ等しい。
【００９４】
　シール部３０が集電体１１、正極活物質層１２、および負極活物質層１３のそれぞれの
端部に接する結果、集電体１１の外周部である端部１１ａが、隣り合うセパレータ２０の
間でシール部３０によって固定される。このため、第１と第２の実施形態と同様に、外力
による応力が集電体１１に加わっても、集電体１１がセパレータ２０を貫通することを抑
制して、集電体１１同士の内部短絡を防止することができる。
【００９５】
　（第４の実施形態）
　図９は、本発明の第４の実施形態に係る双極型二次電池１０の要部を示す拡大断面図で
ある。なお、上述した実施形態と共通する部材には同一の符号を付し、その説明は一部省
略する。
【００９６】
　第４の実施形態は、導電リード５０を接続可能なシール構造を有している点で、第１～
第３の実施形態と相違している。
【００９７】
　図９を参照して、第４の実施形態における双極型二次電池１０は、概説すれば、集電体
１１の少なくとも１つが、正極活物質層１２の端部１２ａおよび負極活物質層１３の端部
１３ａの両方の端部１２ａ、１３ａに対して外方に位置して露出するとともに導電リード
５０を接続する露出部５１を備えている。隣り合うセパレータ２０のそれぞれと露出部５
１との間に、絶縁性のシール材６１によって形成される導電リード用シール部６０が配置
されている。この導電リード用シール部６０は、導電リード５０を接続するための接続部
５２を、露出部５１の外周側に露出させたまま残すように設けている。図９には、双極型
電極１４を一対のセパレータ２０によって挟んでなる層が、代表的に３層分だけ示されて
いる。説明の便宜上、図中最下層を第１層、中央の層を第２層、最上層を第３層と称する
。以下、詳述する。
【００９８】
　第２層の双極型電極１４は、集電体１１が、正極活物質層１２の端部１２ａおよび負極
活物質層１３の端部１３ａの両方の端部１２ａ、１３ａに対して外方に位置して露出する
露出部５１を備えている。第１層および第３層の双極型電極１４は、第２の実施形態と同
様に、集電体１１が、正極活物質層１２の端部１２ａに対して外方に位置して露出する露
出部１８を備えている。第２層における集電体１１は、第１層および第３層における集電
体１１よりも大きい。第１層および第３層における露出部１８の幅は幅Ｌ２であり、第２
層における露出部５１の幅は幅Ｌ２よりも大きい幅Ｌ４（Ｌ４＞Ｌ２）である。
【００９９】
　導電リード用シール部６０は、第２層の集電体１１の露出部５１と、この露出部５１に
向かい合うそれぞれのセパレータ２０との間に設けている。導電リード用シール部６０は
、露出部５１の外周側の接続部５２にシール材６１が存在しないように、シール材６１の
塗布量を調整して形成している。第２層のセパレータ２０の外周部２１間には、シール材
３１を配置していない。第２層の双極型電極１４の外周部分は、シール部３０が存在しな
い空間部５３となっている。第２層のように導電リード用シール部６０を備える構造とす
ることによって、露出部５１の外周側に形成した接続部５２を、導電リード５０を引き出
す導電部として使用ことが可能となる。また、空間部５３の存在によって、電池要素１５
の組み立て中や組み立て後においても、集電体１１の接続部５２に、導電リード５０を電
気的に接続することが可能となる。導電リード用シール部６０を形成するシール材６１は
、シール部３０を形成するシール材３１と同じものを使用し得る。
【０１００】
　導電リード５０は、電圧や温度を測定するために、集電体１１の正極側または負極側に
電気的に接続する。図示例では、第２層の集電体１１の正極側に、導電リード５０を接続
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している。導電リード５０として、リード線や、モニタータブなどを用い得る。導電リー
ド５０は、例えばカーボン系導電性接着剤などによって、接続部５２に接着する。
【０１０１】
　第１層および第３層は、第２の実施形態と同様に形成したシール部３０のみを備えてい
る層７１である。一方、第２層は、導電リード用シール部６０のみを備えている層７２で
ある。
【０１０２】
　このように、第４の実施形態では、双極型電極１４を一対のセパレータ２０によって挟
んでなるとともにシール部３０のみを備える層７１（第１層、第３層）と、双極型電極１
４を一対のセパレータ２０によって挟んでなるとともに導電リード用シール部６０のみを
備える層７２（第２層）とが積層方向（図中上下方向）に交互に存在している。
【０１０３】
　第１層と第２層との境界に位置するセパレータ２０、および、第２層と第３層との境界
に位置するセパレータ２０に関して、第２層側は、空間部５３となっており、シール部３
０によって固定されていない。一方、第１層、第３層側は、シール部３０によって固定さ
れている。このため、セパレータ２０自体の変形が生じ難い構造となっている。
【０１０４】
　第４の実施形態によれば、一層おきに、集電体１１の端部１１ａを固定するシール部３
０を配置することによって、集電体１１の変形を防止することができる。さらに、一層お
きに、接続部５２を露出させたまま残す導電リード用シール部６０を配置することによっ
て、一層おきに導電リード５０を集電体１１に接続して、電圧や温度を測定することがで
きる。
【０１０５】
　（第５の実施形態）
　図１０は、本発明の第５の実施形態に係る双極型二次電池１０の要部を示す分解斜視図
、図１１（ａ）は、第５の実施形態におけるシール材６２の塗布状況を説明するための断
面図、図１１（ｂ）は、プレスした後のシール材６２の拡がり状況を説明するための平面
図である。なお、上述した実施形態と共通する部材には同一の符号を付し、その説明は一
部省略する。
【０１０６】
　第５の実施形態は、双極型電極１４を一対のセパレータ２０によって挟んでなる層のそ
れぞれが、シール部３０および導電リード用シール部６０を備えている点で、一層おきに
導電リード用シール部６０を配置した第４の実施形態と相違している。
【０１０７】
　図１０および図１１を参照して、第５の実施形態においては、第１～第３層のいずれの
双極型電極１４も、第４の実施形態の第２層と同様に、集電体１１が、正極活物質層１２
の端部１２ａおよび負極活物質層１３の端部１３ａの両方の端部１２ａ、１３ａに対して
外方に位置して露出する露出部５１を備えている。図１１（ａ）に示すように、矩形形状
をなす集電体１１の４辺のうちの選択された１辺におけるシール材６２の量を少なくして
幅Ｗａとし、また残りの３辺におけるシール材６２の量を多くして幅Ｗｂとしている。こ
のようにシール材６２を設けた双極型電極１４をプレスした状態が図１１（ｂ）に示され
る。図１１（ｂ）において右辺側にシール材６２の存在しない接続部５２が残り、他の辺
においては、シール材６２が引き延ばされて集電体１１のエッジ１１ｂを越えて延在して
いる。このようにシール材６２の塗布量を変えることにより、導電リード用シール部６０
を形成するためのシール材６２と、シール部３０を形成するためのシール材６２とを、１
回の塗布作業で集電体１１上に設けることができる。シール材６２は、上記のシール材３
１、６１と同じものを使用し得る。
【０１０８】
　導電リード用シール部６０は、積層方向から見て矩形形状をなす各層の一の辺に配置さ
れている。導電リード用シール部６０は、第４の実施形態と同様に、隣り合うセパレータ
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２０のそれぞれと露出部５１との間に設けている。導電リード用シール部６０は、露出部
５１の外周側の接続部５２にシール材６２が存在しないように、上記のようにシール材６
２の塗布量を調整して形成している（図１１のＷａを参照）。導電リード用シール部６０
を配置した辺においては、双極型電極１４の外方は、シール部３０が存在しない空間部５
３となっている。
【０１０９】
　シール部３０は、導電リード用シール部６０を配置した辺以外の他の三辺に配置されて
いる。シール部３０は、第１の実施形態と同様に、隣り合うセパレータ２０のそれぞれに
おける外周部２１同士の間に設けている。シール部３０は、隣り合うセパレータ２０のそ
れぞれと露出部５１との間にもシール材６２を充填し、露出部５１の全体を包み込んでい
る。シール部３０は、プレスすることによって露出部５１の端部からシール材６２がはみ
出るように、上記のようにシール材６２の塗布量を調整して形成している（図１１のＷｂ
を参照）。
【０１１０】
　なお、説明の便宜上、導電リード用シール部６０を形成する一辺に配置するシール材を
符号「６２ａ」を用いて表し、シール部３０を形成する他の三辺に配置するシール材を符
号「６２ｂ」を用いて表す。
【０１１１】
　図１０を参照して、導電リード用シール部６０を形成するためのシール材６２ａは、第
１層の双極型電極１４においては図中手前側に設けられ、第２層の双極型電極１４におい
ては図中右手側に設けられ、第３層の双極型電極１４においては図中奥側に設けられてい
る。このように、導電リード用シール部６０の平面内の位置を９０度ずつ異ならせながら
順次積層することが好ましい。すなわち、隣り合う層は、導電リード用シール部６０のそ
れぞれが積層方向から見て異なる辺に形成されていることが好ましい。シール部３０が存
在しない空間部５３を特定の辺に集中させないことにより、局所的に剛性が低くなる部位
が集中することを回避して、集電体１１の変形を防止することができるからである。
【０１１２】
　第５の実施形態によれば、各層に、集電体１１の端部１１ａを固定するシール部３０を
配置することによって、集電体１１の変形を一層防止することができる。さらに、各層に
導電リード用シール部６０を配置することによって、各層ごとに導電リード５０を集電体
１１に接続して、各層ごとに電圧や温度を測定することができる。
【０１１３】
　なお、シール材６２を四辺に塗布する形態を示したが、塗布する辺の個数はこれに限定
されるものではない。
【０１１４】
　（改変例）
　第１～第３の実施形態の構成に加えて、導電リード５０を集電体１１と電気的に接続す
ることもできる。具体的には、熱プレスを実施する前に、導電リード５０を集電体１１に
接触するように未硬化のシール前駆体に差し込んでおく。そして、熱プレスを実施し、未
硬化のシール前駆体を広げて導電リード５０を固定しつつ硬化させることによって、導電
リード５０を集電体１１と電気的に接続するようにしてもよい。
【実施例】
【０１１５】
　本発明の効果を、以下の実施例および比較例を用いて説明する。ただし、本発明の技術
的範囲が以下の実施例に示す形態のみに制限されるわけではない。
【０１１６】
　（双極型電極の作製）
　正極活物質であるＬｉＭｎ２Ｏ４（平均粒子径２０μｍ）（８５質量％）、導電助剤で
あるアセチレンブラック（５質量％）、バインダであるポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ
）（１０質量％）を混合し、次いでスラリー粘度調製用溶媒であるＮ－メチル－２－ピロ
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リドン（ＮＭＰ）を適量添加して、正極活物質スラリーを調製した。
【０１１７】
　一方、負極活物質であるハードカーボン（平均粒子径２０μｍ）（９０質量％）、バイ
ンダであるＰＶｄＦ（１０質量％）を混合し、次いでスラリー粘度調製用溶媒であるＮＭ
Ｐを適量添加して、負活物質スラリーを調製した。
【０１１８】
　厚さ２０μｍの集電体であるＳＵＳ箔の一方の表面に上記で調製した正極活物質スラリ
ーをコーティングし、乾燥させて厚さ３０μｍの正極活物質層を形成した。次いで、集電
体の他方の表面に負極活物質スラリーを塗布し乾燥させて厚さ３０μｍの負極活物質層を
形成した。
【０１１９】
　（電解質の作製）
　プロピレンカーボネート（ＰＣ）およびエチレンカーボネート（ＥＣ）を体積比１：１
で混合し、電解液用の溶媒とした。次いで、この電解液用の溶媒に、リチウム塩であるＬ
ｉＰＦ６を１Ｍの濃度になるように添加して電解液を調製した。上述の電解液９０質量％
、ホストポリマーとしてＨＦＰコポリマー成分を１０％含むポリフッ化ビニリデン－ヘキ
サフルオロプロピレンコポリマー（ＰＶｄＦ－ＨＦＰ）１０質量％を混合した。これに粘
度調製溶媒としてジメチルカーボネート（ＤＭＣ）を適当な粘度になるまで添加し、プレ
ゲル電解質を作製した。
【０１２０】
　このプレゲル電解質を先に形成された双極型電極の両面の正極活物質層および負極活物
質層に塗布しＤＭＣを乾燥させることで、ゲル電解質の浸み込んだ双極型電極を完成させ
た。ただし、最外層の電極には正極活物質層のみ、または負極活物質層のみにゲル電解質
を浸み込ませたものを形成した。
【０１２１】
　＜実施例１＞
　実施例１として、第１の実施形態（図２を参照）において説明した構造の電池要素を作
製した。
【０１２２】
　（双極型電極の作製）
　上記で作製した双極型電極を１６０ｍｍ×１３０ｍｍの長方形に切り出した。
【０１２３】
　この双極型電極の外周部を、正極活物質層、負極活物質層ともに２０ｍｍ剥がし取るこ
とにより、集電体であるＳＵＳ表面を露出させた。
【０１２４】
　これにより、正極活物質層および負極活物質層の電極面が１２０ｍｍ×９０ｍｍの長方
形であり、外周部に枠状に２０ｍｍの集電体露出部が存する双極型電極を作製した（図６
Ａ参照）。
【０１２５】
　（シール前駆体の形成）
　上記で作製した双極型電極の正極活物質層の周辺部の集電体露出部に、ディスペンサを
用いて、シール前駆体である１液性未硬化エポキシ樹脂を枠状に塗布した（図６Ｂ参照）
。
【０１２６】
　次に、１７０ｍｍ×１４０ｍｍのセパレータ（ポリエチレンセパレータ：厚さ１２μｍ
）を、正極側に、集電体であるＳＵＳ箔の全体を覆うように設置した。
【０１２７】
　その後、セパレータの上面から、上記でシール前駆体を塗布した部分の上面に相当する
部分に、ディスペンサを用いて、シール前駆体である１液性未硬化エポキシ樹脂を枠状に
塗布した。
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【０１２８】
　（電池要素のプレス）
　上記した正極活物質層、セパレータおよび負極活物質層からなる単電池を積層し、単電
池が１２層となる電池要素を作製した。
【０１２９】
　上記の電池要素を、真空中で電極受け台ごとプレス部位に移動し、熱プレス機により面
圧１ｋｇ／ｃｍ２、８０℃で１時間熱プレスすることにより、未硬化のシール材（エポキ
シ樹脂）を硬化した。この工程により、シール部を所定の厚みまでプレスした。このプレ
ス時に、シール前駆体は、集電体露出部を覆ってエッジ部からはみ出し、セパレータの外
周部における外周部同士の間に広がる。以上により、双極型の電池要素をさせた。
【０１３０】
　＜実施例２＞
　実施例２として、第２の実施形態（図７を参照）において説明した構造の電池要素を作
製した。
【０１３１】
　上記で作製した双極型電極を１６０ｍｍ×１３０ｍｍの長方形に切り出した。
【０１３２】
　この双極型電極の正極活物質層についてのみ、外周部を２０ｍｍ剥がし取ることにより
、集電体であるＳＵＳ表面を露出させた。
【０１３３】
　これにより、正極活物質層の電極面が１２０ｍｍ×９０ｍｍの長方形であり、外周部に
２０ｍｍの集電体露出部が存する双極型電極を作製した。
【０１３４】
　上記で作製した双極型電極の正極活物質層の周辺部の集電体露出部に、ディスペンサを
用いて、シール前駆体である１液性未硬化エポキシ樹脂を枠状に塗布した。
【０１３５】
　次に、１７０ｍｍ×１４０ｍｍのセパレータ（ポリエチレンセパレータ：厚さ１２μｍ
）を、正極側に、集電体であるＳＵＳ箔の全体を覆うように設置した。
【０１３６】
　熱プレス時に集電体のエッジ部からはみ出るようにシール前駆体の塗布量を調整した。
【０１３７】
　これを繰り返して単電池が１２層となる電池要素を作製し、熱プレスを経て、双極型の
電池要素をさせた。
【０１３８】
　＜実施例３＞
　実施例３として、第３の実施形態（図８を参照）において説明した構造の電池要素を作
製した。
【０１３９】
　上記で作製した双極型電極を１２０ｍｍ×９０ｍｍの長方形に切り出した。各活物質層
の外周部を剥がし取らないで、集電体の全面を正極活物質層および負極活物質層がそれぞ
れ覆っている双極型電極を作製した。
【０１４０】
　この双極型電極の上に、１７０ｍｍ×１４０ｍｍのセパレータ（ポリエチレンセパレー
タ：厚さ１２μｍ）を、正極側に、集電体であるＳＵＳ箔の全体を覆うように設置した。
【０１４１】
　その後、セパレータの上に、電極端部から５ｍｍの箇所に、ディスペンサを用いて、シ
ール前駆体である１液性未硬化エポキシ樹脂を枠状に塗布した。
【０１４２】
　これを繰り返して単電池が１２層となる電池要素を作製し、熱プレスを経て、双極型の
電池要素をさせた。
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【０１４３】
　＜実施例４＞
　実施例４として、第４の実施形態（図９を参照）において説明した構造の電池要素を作
製した。
【０１４４】
　第１層は、実施例２と同様にして双極型電極を作製し、１７０ｍｍ×１４０ｍｍのセパ
レータ（ポリエチレンセパレータ：厚さ１２μｍ）を、正極側に、集電体であるＳＵＳ箔
の全体を覆うように設置した。シール前駆体の塗布量は、熱プレス時に集電体のエッジ部
からはみ出る量に調整した。
【０１４５】
　第２層の双極型電極は次のように作製した。
【０１４６】
　上記で作製した双極型電極を１６０ｍｍ×１３０ｍｍの長方形に切り出した。
【０１４７】
　この双極型電極の外周部を、正極活物質層、負極活物質層ともに２０ｍｍ剥がし取るこ
とにより、集電体であるＳＵＳ表面を露出させた。
【０１４８】
　これにより、正極活物質層および負極活物質層の電極面が１２０ｍｍ×９０ｍｍの長方
形であり、外周部に枠状に２０ｍｍの集電体露出部が存する双極型電極を作製した。
【０１４９】
　上記で作製した双極型電極の正極活物質層の周辺部の集電体露出部に、ディスペンサを
用いて、シール前駆体である１液性未硬化エポキシ樹脂を枠状に塗布した。シール前駆体
の塗布量は、熱プレス時に集電体のエッジ部からはみ出さず、集電体露出部の外周側を露
出させたままとする量に調整した。
【０１５０】
　次に、１７０ｍｍ×１４０ｍｍのセパレータ（ポリエチレンセパレータ：厚さ１２μｍ
）を、正極側に、集電体であるＳＵＳ箔の全体を覆うように設置した。
【０１５１】
　その後、セパレータの上面から、上記でシール前駆体を塗布した部分の上面に相当する
部分に、ディスペンサを用いて、シール前駆体である１液性未硬化エポキシ樹脂を枠状に
塗布した。このときのシール前駆体の塗布量も、熱プレス時に集電体のエッジ部からはみ
出さず、集電体露出部の外周側を露出させたままとする量に調整した。
【０１５２】
　第１層および第２層の積層を繰り返して単電池が１２層となる電池要素を作製し、熱プ
レスを経て、双極型の電池要素をさせた。
【０１５３】
　＜実施例５＞
　実施例５として、第５の実施形態（図１０および図１１を参照）において説明した構造
の電池要素を作製した。
【０１５４】
　実施例１と同様にして双極型電極を作製した。
【０１５５】
　第１層については、作製した双極型電極の正極活物質層の周辺部の集電体露出部に、デ
ィスペンサを用いて、シール前駆体である１液性未硬化エポキシ樹脂を枠状に塗布した。
このとき、特定の一辺（長方形の短辺の一つ）以外の三辺に塗布するシール前駆体の塗布
量は、実施例１と同様に、熱プレス時に集電体のエッジ部からはみ出るように調整した。
特定の一辺（長方形の短辺の一つ）に塗布するシール前駆体の塗布量は、実施例４の第２
層と同様に、熱プレスしても集電体露出部の外周側を露出させたままとするように調整し
た。
【０１５６】
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　次に、１７０ｍｍ×１４０ｍｍのセパレータ（ポリエチレンセパレータ：厚さ１２μｍ
）を、正極側に、集電体であるＳＵＳ箔の全体を覆うように設置した。
【０１５７】
　第２層については、特定の一辺を、第１層における特定の一辺に対して９０度異なる辺
（長方形の長辺の一つ）とし、その特定の一辺（長方形の長辺の一つ）以外の三辺に塗布
するシール前駆体の塗布量は、実施例１と同様に、熱プレス時に集電体のエッジ部からは
み出るように調整した。特定の一辺（長方形の長辺の一つ）に塗布するシール前駆体の塗
布量は、実施例４の第２層と同様に、熱プレスしても集電体露出部の外周側を露出させた
ままとするように調整した。
【０１５８】
　次に、１７０ｍｍ×１４０ｍｍのセパレータ（ポリエチレンセパレータ：厚さ１２μｍ
）を、正極側に、集電体であるＳＵＳ箔の全体を覆うように設置した。
【０１５９】
　下層側における特定の一辺と、上層側における特定の一辺とを９０度ずつ異ならせなが
ら積層を繰り返して単電池が１２層となる電池要素を作製し、熱プレスを経て、双極型の
電池要素をさせた。
【０１６０】
　＜比較例＞
　比較例として、図１２に示すように、導電リード用シール部と同様の構造を持つ電池要
素を作製した。
【０１６１】
　上記で作製した双極型電極を１６０ｍｍ×１３０ｍｍの長方形に切り出した。
【０１６２】
　この双極型電極の外周部を、正極活物質層、負極活物質層ともに２０ｍｍ剥がし取るこ
とにより、集電体であるＳＵＳ表面を露出させた。
【０１６３】
　これにより、正極活物質層および負極活物質層の電極面が１２０ｍｍ×９０ｍｍの長方
形であり、外周部に枠状に２０ｍｍの集電体露出部が存する双極型電極を作製した。
【０１６４】
　上記で作製した双極型電極の正極活物質層の周辺部の集電体露出部に、ディスペンサを
用いて、シール前駆体である１液性未硬化エポキシ樹脂を枠状に塗布した。シール前駆体
の塗布量は、熱プレス時に集電体のエッジ部からはみ出さず、集電体露出部の外周側を露
出させたままとする量に調整した。
【０１６５】
　次に、１７０ｍｍ×１４０ｍｍのセパレータ（ポリエチレンセパレータ：厚さ１２μｍ
）を、正極側に、集電体であるＳＵＳ箔の全体を覆うように設置した。
【０１６６】
　その後、セパレータの上面から、上記でシール前駆体を塗布した部分の上面に相当する
部分に、ディスペンサを用いて、シール前駆体である１液性未硬化エポキシ樹脂を枠状に
塗布した。このときのシール前駆体の塗布量も、熱プレス時に集電体のエッジ部からはみ
出さず、集電体露出部の外周側を露出させたままとする量に調整した。
【０１６７】
　これを繰り返して単電池が１２層となる電池要素を作製し、熱プレスを経て、双極型の
電池要素をさせた。
【０１６８】
　＜評価＞
　電池要素の端部に、１ｋｇ重／ｃｍ２の荷重をかけた後、充電を行い、その後の電圧変
化を測定した。１２層積層品の１０サンプルについて、評価を行った。試験１２時間後の
解放電圧の維持率が９０％以下に低下した層の数を測定した。測定結果を下記の表１に示
す。
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【０１６９】
【表１】

【０１７０】
　上記の表１から明らかなように、比較例では、試験１２時間後の解放電圧の維持率が７
８％と比較的低く、また短絡数も１２０個のサンプル中で２６個と比較的多かった。これ
に対し、本発明の実施例１～実施例５では、試験１２時間後の解放電圧の維持率が９７％
～９８％と比較的高く、また短絡数も１２０個のサンプル中で２～４個と比較的少ない値
が得られた。したがって、本発明のシール部を設けることによって、電池要素の剛性が、
外力に対して集電体同士の内部短絡を防止するに充分な程度にまで高まることが確認され
た。
【図面の簡単な説明】
【０１７１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る双極型二次電池の全体構造を模式的に示す概略断
面図である。
【図２】第１の実施形態に係る双極型二次電池の要部を示す拡大断面図である。
【図３】扁平な双極型二次電池の外観を示す斜視図である。
【図４】本実施形態の双極型二次電池を用いた組電池の代表的な実施形態の外観図であっ
て、図４（ａ）（ｂ）（ｃ）は、それぞれ、組電池を示す平面図、正面図、側面図である
。
【図５】図４に示す組電池を搭載した車両の概念図である。
【図６Ａ】本発明の双極型二次電池の製造方法を段階的に説明した図である。
【図６Ｂ】本発明の双極型二次電池の製造方法を段階的に説明した図である。
【図６Ｃ】本発明の双極型二次電池の製造方法を段階的に説明した図である。
【図６Ｄ】本発明の双極型二次電池の製造方法を段階的に説明した図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る双極型二次電池の要部を示す拡大断面図である。
【図８】本発明の第３の実施形態に係る双極型二次電池の要部を示す拡大断面図である。
【図９】本発明の第４の実施形態に係る双極型二次電池の要部を示す拡大断面図である。
【図１０】本発明の第５の実施形態に係る双極型二次電池の要部を示す分解斜視図である
。
【図１１】図１１（ａ）は、第５の実施形態におけるシール材の塗布状況を説明するため
の断面図、図１１（ｂ）は、プレスした後のシール材の拡がり状況を説明するための平面
図である。
【図１２】比較例に係る双極型二次電池の要部を示す拡大断面図である。
【符号の説明】
【０１７２】
１０　　双極型二次電池、
１１　　集電体、
１１ａ　集電体の端部、
１１ｂ　エッジ部、
１２　　正極活物質層、
１２ａ　正極活物質層の端部、
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１３　　負極活物質層、
１３ａ　負極活物質層の端部、
１４　　双極型電極、
１５　　電池要素、
１６　　単電池層、
１８　　露出部、
２０　　セパレータ、
２１　　外周部、
３０　　シール部、
３１　　シール材、
５０　　導電リード、
５１　　露出部、
５２　　接続部、
５３　　空間部、
６０　　導電リード用シール部、
６１　　シール材、
６２　　シール材、
６２ａ　導電リード用シール部を形成する一辺に配置するシール材、
６２ｂ　シール部を形成する他の辺に配置するシール材、
７１　　シール部のみを備える層、
７２　　導電リード用シール部のみを備える層、
８０　　熱プレス機
２５０　小型の組電池、
３００　組電池、
３１０　接続治具、
４００　電気自動車（車両）。
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【図６Ｃ】 【図６Ｄ】
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【図９】

【図１０】 【図１１】
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